
   南小国町農業担い手育成事業補助金交付要綱 

 南小国町農業担い手育成事業補助金交付要綱（令和５年南小国町告示第19号）の全部を

改正する。 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、南小国町内で農業の振興を図るための事業を行う団体及び個人に対

し、予算の範囲内において南小国町農業担い手育成事業補助金（以下「補助金」とい

う。）を交付するものとし、その交付については南小国町補助金等交付規則（平成19年

南小国町規則第３号。以下「規則」という。）に定めるもののほか必要な事項を定める

ものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱における次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(１) 法人等 農業協同組合法（昭和22年法律第132号）の規定に基づいて設立された

法人若しくは農地法（昭和27年法律第229号）第２条第３項に規定する法人であって

南小国町内に主たる事務所を有するもの、又は主たる業務が南小国町内で行う農業で

あり、１人以上の農業経営体が属する作業受託組織等又は３人以上の農業経営体で組

織する任意団体をいう。 

(２) 農業経営体 南小国町内で農業を営む者又は農作業を受託して行う者であって、

農業収入を有し、おおむね1,000㎡以上の経営面積又は家畜伝染病予防法施行規則

（昭和二十六年農林省令第三十五号）第21条の６に規定する頭羽数以上の家畜を有す

る者をいう。 

(３) 認定農業者 南小国町が認定した者をいう。 

(４) 農産物 農業により生産される物（畜産物又は特用林産物を含む。）、肥料又は

飼料等をいう。 

（補助金の交付対象事業） 

第３条 補助金の交付対象となる事業は、別表第１の対象事業の欄に掲げる事業とし、事

業に要する経費の総額が20万円以上のものとする。 

（補助金の交付対象者等） 

第４条 補助金の交付対象となる者（以下「交付対象者」という。）は、別表第２の交付

対象者の欄に掲げる者のうち、本事業完了後５年以上の営農を行うことを誓約する者と



する。 

２ 前項の規定にかかわらず、補助金の交付対象者及び同一世帯員が、町税等を滞納して

いる場合は補助の対象としない。 

３ 一会計年度における補助金交付限度額は、別表第２の交付対象者の欄に掲げる交付対

象者の区分に応じ、それぞれ同表の一会計年度における補助金交付限度額の欄に掲げる

とおりとする。 

４ 第１項の規定にかかわらず、過去に本補助金の交付を受けた者であって、第12条第１

項の規定による３年の事業実施状況報告期間を経過しない者は、第６条に規定する募集

期間のうち、第１回目の募集に応募することはできない。なお、法人等にあっては、そ

の構成員の６割以上が過去に本補助金の交付を受けたことがある法人等と同一である場

合、過去に本補助金の交付を受けた法人等とみなす。 

（補助金の交付対象経費等） 

第５条 補助金の交付対象経費（消費税及び地方消費税を除く。）並びにこれに対する補

助率及び事業ごとの補助金交付限度額は、別表第１の対象事業の欄に掲げる対象事業の

区分に応じ、それぞれ同表の該当する欄に掲げるとおりとする。ただし、交付対象経費

については、国又は県の補助事業と組み合わせて事業を実施する場合には、国又は県の

補助対象経費に基づくものとする。 

２ 別表第１に掲げる補助率にかかわらず、事業内容が営農規模の大幅な拡大に資する又

は広範な受益者を有すると町長が特に認める場合、補助率を100分の５上乗せする。 

３ 補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 

（補助事業の募集） 

第６条 補助事業の募集は、年１回募集期間を設ける。ただし、予算執行状況等により追

加募集を行うことができる。 

（補助金の交付申請） 

第７条 補助金の交付の申請をしようとする者は、規則第４条に定める補助金交付申請書

に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。 

(１) 南小国町農業担い手育成事業補助金事業（変更）計画書（様式第１号） 

(２) 法人全部事項証明書及び定款又は規約の写し（申請者が法人等である場合に限

る。） 

(３) 構成員名簿（申請者が法人等である場合に限る。） 



(４) 認定証及び認定時の農業経営改善計画の写し（申請者が認定農業者である場合に

限る。） 

(５) 交付対象経費の内訳及び金額が確認できる２社以上の見積書の写しやカタログ等

の資料 

(６) 工事計画平面図（工事がある場合に限る。） 

(７) 誓約書（様式第１－２号） 

(８) 同意書（様式第１－３号。ただし、事業を実施するにあたり、申請者以外の関係

権利者等がある場合に限る。） 

(９) その他町長が必要と認める書類 

（審査委員会の設置） 

第８条 本補助金の交付の適否等の審査をするために、審査委員会（以下「委員会」とい

う。）を置く。 

２ 委員会は、総務課長、建設課長、税務課長及び農林課長をもって構成する。 

３ 委員会に会長を置き、農林課長をもって充てる。 

４ 委員会は、会長が主催し、事業内容等については学識経験者の意見又は補助事業者等

の説明を求めることができる。 

５ 委員会は、本補助金の交付の適否等について審査し、町長に意見を述べることができ

る。 

６ 委員会の審査を要する事項について、審査、判断及び意見の取りまとめが容易で会議

を招集する必要がないと会長が認めるときは、委員会に回議して、会議の審議に代える

ことができる。 

（交付決定） 

第９条 町長は、委員会の意見を聴いて、本補助金の交付を必要と認めたときは、規則第

５条の規定により補助事業者等に通知するものとする。 

（変更交付申請） 

第10条 補助事業者等は、交付決定通知を受けた後、補助金の交付決定額又は補助事業の

内容を変更しようとするときは、規則第８条に定める補助金変更交付申請書に、次に掲

げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。 

(１) 南小国町農業担い手育成事業補助金事業（変更）計画書（様式第１号） 

(２) 変更の内容がわかる書類や写真等 



(３) 変更後の交付対象経費の内訳及び金額が確認できる見積書の写しやカタログ等の

資料（金額の変更がある場合に限る。） 

(４) その他町長が必要と認める書類 

（実績報告） 

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第13条に定める事業実績報告書

に、次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。 

(１) 南小国町農業担い手育成事業補助金事業実績書（様式第２号） 

(２) 補助事業に係る契約書等の写し 

(３) 補助事業の実施した内容が確認できる書類 

(４) 施工前、施工中及び施工後の状況が確認できる写真 

(５) その他町長が必要と認める書類 

（事業実施報告書） 

第12条 補助事業者は、事業が完了した日の属する年度の翌年度の初日から３年の間、事

業実施状況を、南小国町農業担い手育成事業補助金事業実施状況報告書（様式第３号）

に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。 

(１) 実施状況が確認できる書類及び写真 

(２) その他町長が必要と認める書類 

２ 町長は、前項の事業実施状況報告を受け、事業の目的のため、その内容に指導や是正

が必要であると認めるときは、補助事業者に指導や是正を行うことができる。 

３ 第１項の規定にかかわらず、この要綱の施行の際、既に３年以上事業実施報告書を提

出している者については、同項の規定は適用しない。 

（補助金の返還） 

第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助事業

者に対し、南小国町農業担い手育成事業補助金返還命令書（様式第４号）により期限を

定めてその返還を命ずることができる。 

(１) 補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に

補助金が交付されているとき。 

(２) 事業が完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して５年未満で、正当な

理由なく事業活動を中止したとき。 

(３) 事業が完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して５年未満で、第４条



の要件を満たさない者となったとき。 

(４) 次条の規定により処分の承認を受けた場合において、処分した機械等に残存価格

があるとき。 

(５) 前２号から前４号までに係る補助金の返還額については、残存価格又は売却価格

に補助事業実施時の補助率を乗じて得た額とする。 

（処分の制限） 

第14条 補助事業者は、補助金の交付を受けて購入した機械又は施設等を処分しようとす

るときは、あらかじめ南小国町農業担い手育成事業補助金機械等処分承認申請書（様式

第５号）に次に掲げる書類を添えて、町長に提出し、町長の承認を受けなければならな

い。 

(１) 残存価格又は売却価格の根拠書類 

(２) 処分する理由が事実であることを証明する書類 

２ 町長は、前項の規定による処分承認申請があった場合、当該申請に係る処分が真にや

むを得ず適正であると認めるときは、処分を承認し、南小国町農業担い手育成事業補助

金機械等処分承認通知書（様式第６号）により、補助事業者に通知するものとする。 

 

附 則 

この告示は、令和８年４月１日から施行する。 

別表第１（第３条、第５条関係） 

対象事業 交付対象経費 
交付対

象者 

補助率

及び上

限 

①農産物の生産

環境の整備事業 

 

②農産物の生産

コストを削減

し、農業収入を

対象事業に必要かつ適当と認める経費のうち、

次に掲げる経費 

 

1.報償費（外部講師謝金等。ただし、講師謝金

は一人１時間あたりの上限額を5,000円（県内）

又は20,000円（県外）とする） 

法人等 補 助

率 ：

50％ 

上限：

500 万

円 



増大させるため

の事業 

 

③新規就農者又

は後継者（第三

者）を発掘、若

しくは育成する

ための事業 

 

2.旅費（構成員及び外部講師の旅費等。ただ

し、旅費は交通費（公共交通機関利用料、航空

費等）及び宿泊費を含み、費用の実額又は南小

国町職員の旅費に関する条例（昭和36年南小国

町条例第10号）に基づく額のいずれか安価な額

を交付対象経費とする） 

 

3.需用費（消耗品費、原材料費及び印刷製本費

等。ただし、食糧費は除く） 

 

4.手数料（資格取得、システム導入費等。ただ

し、一般的な資格取得に要するものと判断され

るものは除き、特に必要であるものと認められ

るものとする） 

 

5.使用料及び賃借料（機械装置、会場等のリー

ス費等。ただし、土地の購入及び賃借に係る費

用は対象外とする） 

 

6.工事費（施設新設工事、増設工事等。ただ

し、対象となる施設は農産物の生産に必要とな

る施設とし、200,000円未満のものは対象外とす

る。また、農地の区画整理における交付対象面

積は10ａ以上（農地１枚単位）とする。ただ

し、農産物の生産計画や支出計画等により、事

業効果があると町長が認める場合はその限りで

はない。また、農業用施設の新設などにおける

交付対象経費は、農地の区画整理を実施し、農

認定農

業者等 

補 助

率 ：

40％ 

上限：

300 万

円 

農業経

営体 

補 助

率 ：

35％ 

上限： 

200 万

円 



産物の生産計画や収支計画等を達成するうえで

必要な範囲として、町長が認めるものに限る） 

 

7.備品購入費（機械、資材等の導入費等。ただ

し、中古品の取得については、取得時に農林畜

水産業関係補助金等交付規則（昭和31年農林省

令第18号）第５条に定める期間を超えないもの

とする。また、汎用性が高く、目的外使用のお

それの多いのもの及び家畜の導入は対象外とす

る。ただし、町から認定を受けて３年以内の新

規就農者が行うものであって、阿蘇農業協同組

合の導入事業を受けない家畜の導入に関して

は、対象とする。） 

 

8.負担金（研修会の参加費等） 

別表第２（第４条関係） 

交付対象者 一会計年度における補助金交付限度額 

法人等 500万円 

認定農業者 300万円 

農業経営体 200万円 

 


